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す
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す
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融
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十
八
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
抜
本
的
拡
充
に
当
た
っ
て
は
、
制
度
の
適
切
な
広
報
に
よ
り
利
用
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
長
期
的

か
つ
小
規
模
な
投
資
に
よ
る
資
産
形
成
を
支
援
す
る
と
い
う
制
度
趣
旨
を
逸
脱
し
た
利
用
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
を
講
ず

る
こ
と
。
ま
た
、
「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」
の
観
点
か
ら
、
適
切
に
金
融
資
産
の
選
択
・
運
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
国
民
の
金
融

リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
市
場
の
国
債
消
化
能
力
等
の
観
点
か
ら
、
家
計
金
融
資
産
の
動
向
を
注
視

す
る
こ
と
。 

 

二 

「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」
の
推
進
に
よ
り
資
本
が
海
外
に
逃
避
し
円
安
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
内
企
業
の
賃
上
げ
や

設
備
投
資
等
を
引
き
続
き
支
援
し
、
生
産
性
を
向
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
価
値
を
高
め
、
投
資
資
金
が
国
内
企
業
へ
十

分
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

実
質
賃
金
が
上
昇
せ
ず
、
物
価
が
急
速
に
高
騰
す
る
中
、
所
得
格
差
と
資
産
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
税
負

担
の
公
平
性
確
保
や
再
分
配
機
能
強
化
の
観
点
か
ら
所
得
税
の
課
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
な
改
革
を
実

行
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
つ
い
て
最
低
限
の
負
担
を
求
め
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
に
お
け
る
所
得
税
負
担
率
の

動
向
等
を
確
実
に
把
握
し
、
税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
そ
の
効
果
を
見
極
め
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
見
直
し
を
行
う

こ
と
。 

 

五 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
再
投
資
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
資
金
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
よ
り
柔
軟

に
支
援
す
る
た
め
の
投
資
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
、
同
措
置
の
利
用
状
況
及
び
そ
の
効
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
適
切
な
対

応
を
検
討
す
る
こ
と
。 



 

六 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
や
、
租
税
特
別
措
置
等
に
係

る
政
策
評
価
の
点
検
結
果
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
適
用
実
績
の
把
握
と
効
果
等
の
検
証
を
十
分
に
行
い
、
効
果
が
不
透
明

な
も
の
等
は
廃
止
・
縮
減
す
る
な
ど
、
税
制
の
公
平
性
等
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
不
断
の
見
直
し
と
徹
底
し
た
改
革
を
推
進

す
る
こ
と
。 

 

七 

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
同
制
度
に
対
し
て
な
お
慎
重
な
意
見
が
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
免
税
事
業
者
の
取
引
か
ら
の
排
除
や
廃
業
と
い
う
深
刻
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
最
大
限
の
配
慮
を
行
う

と
と
も
に
、
免
税
事
業
者
が
課
税
事
業
者
に
転
換
す
る
場
合
の
事
務
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

八 

高
水
準
で
推
移
す
る
申
告
件
数
及
び
滞
納
税
額
、
経
済
取
引
の
国
際
化
・
広
域
化
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
よ
る
調
査
・
徴
収
事
務

等
の
複
雑
・
困
難
化
、
新
た
な
経
済
活
動
の
拡
大
、
軽
減
税
率
制
度
実
施
等
へ
の
対
応
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
る
事
務

量
の
増
大
に
鑑
み
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
の
実
現
を
図
り
、
国
の
財
政
基
盤
で
あ
る
税
の
歳
入
を
確
保
す
る
た

め
、
国
税
職
員
の
定
員
確
保
、
職
務
の
困
難
性
・
特
殊
性
を
適
正
に
評
価
し
た
給
与
水
準
の
確
保
な
ど
処
遇
の
改
善
、
機
構

の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。 

 
 

特
に
、
社
会
的
関
心
の
高
い
消
費
税
の
不
正
還
付
防
止
へ
の
対
応
、
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
や
富
裕
層
へ
の
対
応
を
強

化
し
、
更
に
は
納
税
者
全
体
へ
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
を
図
る
た
め
、
定
員
の
拡
充
及
び
職
員
の
育
成
等
、
従
来

に
も
増
し
た
税
務
執
行
体
制
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
め
ぐ
る
現
状
を
踏
ま
え
、
国
税
職
員
を
含
む
財
務
省
職
員
の
健
康
管
理
の
徹
底
等
、
感

染
拡
大
防
止
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


